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20200701 名和運送有限会社（法
人番号4270002008432
  ）　代表者近藤博紀

鳥取県西伯郡大山町名和
990-2

名和町 鳥取県西伯郡大山町名和
990-2

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

過去1年以内における当該営業所に係る最高
速度違反件数が1年以内で3件に達したことを
端緒として、令和2年7月1日に監査を実施。1件
の違反認められた。運転者に対する指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

0 0

20200709 有限会社白神商事（法
人番号1260002022651）
代表者白神知和

岡山県倉敷市中島895番地
の7

本社営業所 岡山県倉敷市中島895番地
の7

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第9条第3項
前段、法第17条第1項
及び同条第4項

令和元年5月22日及び同年10月10日、情報提
供を端緒として監査を実施。16件の違反が認め
られた。(1)事業計画の事前変更届出違反（自
動車の種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号）、(2)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安
全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項及び第2項）、(5)点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(6)
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条
第1項）、(7)運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、(8)運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）、(10)運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）、(11)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10
条第1項）、(12)特定の運転者に対する特別な
指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(13)特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、(14)点検整備記録簿
の保存義務違反（安全規則第13条第2号）、(15)
整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
15条）、(16)運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）

8 8

20200713 ヤマト運輸株式会社（法
人番号1010001092605）
代表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2丁目16
番10号

鳥取中央支店 鳥取県鳥取市千代水3丁目
30-1

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

過去1年以内における当該営業所に係るその
他の道路交通法違反件数が1年以内で3件に
達したことを端緒として、令和2年7月13日に監
査を実施。1件の違反が認められた。運転者に
対する指導監督義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20200715 株式会社ながたに（法
人番号2280001002585
）　代表者長谷章夫

島根県安来市伯太町東母
里1740番地

伯太営業所 島根県安来市伯太町東母
里1740番地1

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

令和2年7月3日、情報提供を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第9条の5第1
項）、(2)運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）、(3)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反（安全規則第10条第2
項）

0 0

【中国運輸局】 （別添様式）


